
関西学院大学主催

　ＬＧＢＴ（セクシュアル・マイノリティ）の当事者として、自分自身の体験ま
た事務所に寄せられる相談を踏まえて、日本社会におけるＬＧＢＴの人権に
ついてその現状と課題を議論する。
　その上で、同性婚の法制化の可能性など、法律などの制度と社会の現状と
の関わり方についても言及する。

１　自己紹介
　・ゲイであること
　・パートナー（同性配偶者）も弁護士であり共同事務所をしていること
　・結婚式を挙げるなど家族や友人、地域コミュニティとのつながりのこと

２　ＬＧＢＴ（セクシュアルマイノリティ）について言葉や考え方
　・生物学的な性、性自認、性的指向について
　・言葉の問題
　・ＳＯＧＩという考え方　
３　日本社会におけるＬＧＢＴの葛藤、悩み、生活上の課題
　・家族との間の葛藤
　・学校や職場での悩み
　・社会生活上の壁
　・それらにまつわる法律相談の実例の紹介

４　法律や社会制度とＬＧＢＴ
　・性同一性障害特例法について
　・同性婚の法制化の可能性について

春季人権問題講演会

総合テーマ：
Culture of Human Rights
－人権文化を育む
（2010～2014年度）

　1976年10月12日生まれ。京都大学農学部・同大学院から一般会社の会
社員を経て大阪市立大学法科大学院。2009年弁護士登録。2000年から
交際するパートナーも弁護士であり、男性同性愛者（ゲイ）カップルの法律事
務所として「なんもり法律事務所」を2011年大阪に開設する。 大阪弁護士
会では、情報問題対策委員会や人権擁護委員会SOGIPTに所属する。

■講師紹介

■講演内容

◆2014年6月20日（金）
　 午後1時30分～午後3時00分
　 場所／神戸三田キャンパス
　　　　　Ⅱ号館304号教室

◆講師／南 　 和 行 氏
かず ゆきみなみ

（弁 護 士）

＊本講演会では手話通訳・パソコンテイクによる情報保障を予定しています。
　また、録音、録画を行い図書館資料として保存しますのでご活用下さい。

ＬＧＢＴと人権


